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防護の正当化 

リスク 
便益 

○採用 

便益 
リスク 

×不採用 

正当化とは 

防護の原則 

防護の正当化 

　防護の原則の 1つ目は正当化です。放射線を使う行為は、もたらされる便益（ベ
ネフィット、メリット）が放射線のリスクを上回る場合のみ認められるという大原則
です。
　正当化は「放射線を扱う行為」に対してのみ適用されるものではなく、被ばくの変
化をもたらす活動すべてが対象となります。別の言い方をすれば、計画被ばく状況だ
けではなく、緊急時被ばく状況および現存被ばく状況にも適用されます。例えば、汚
染地域の除染を検討する場合にも、正当化が求められます。
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防護の最適化 

個人の被ばく線量や人数を、 
経済的及び社会的要因を考慮に入れたうえ、 
合理的に達成できるかぎり低く保つことである。 
 
この原則をALARA (As Low As Reasonably Achievable) 
アララの原則という 
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防護の原則 

防護の最適化 

　放射線防護の原則の 2つ目は防護の最適化です。放射線を伴う行為のメリットが
放射線のリスクを上回る場合は、合理的に達成可能な限り被ばく量を減らして、放射
線を利用します。この原則は、英語の頭文字から「ALARA（アララ）の原則」と呼
ばれています。防護の最適化とは、社会・経済的なバランスも考慮しつつ、できるだ
け被ばくを少なくするよう努力するということで、必ずしも被ばくを最小化するとい
うことではありません。
　防護の最適化を進めるために利用されるのが、線量拘束値や参考レベルです。例え
ば、除染などによって特定の線源からの個人に対する線量を制限する際のめやすとし
て、参考レベルが用いられています。
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